
「一般社団法人 CC-Link協会」パートナー会員規約 

本規約は、一般社団法人 ＣＣ-Ｌｉｎｋ協会（以下「協会」といいます。）への入会方法及び本規約に基づき入会した

「CC-Link協会」パートナー会員（以下「会員」といいます。）の権利及び義務を取り決めるものです。 

１．規約の適用範囲及び変更 

(1) 本規約は、会員が協会より「CC-Link ファミリー」技術（本規約第 6 条に定義されます。）を入手し、当該「CC-

Link ファミリー」技術を使用する場合、又は当該「CC-Link ファミリー」技術を用いた「CC-Link ファミリー」の接続

製品、開発ツール、推奨配線部品及び/又はツール（以下、これらを「対象製品」と総称します。）を開発、製造、

販売及び／又は使用する場合に適用されます。本規約では、「CC-Link IE」、「CC-Link」、「CC-Link/LT」及び

「CC-Link Safety」を併せて「CC-Link ファミリー」と称します。なお、「SLMP」は本規約上の「CC-Link ファミリー」

に含まず、別途「「SLMP」接続製品の開発・製造・販売・使用に関する規約」において「SLMP」技術の使用等に

関する権利及び義務を定めることとし、「SLMP」技術の使用等に関しては会員に対しても「SLMP」接続製品の

開発・製造・販売・使用に関する規約」の規定が適用されるものとします。

(2) 本規約は、2000 年 11 月 1日をもって発効し、2000 年 11 月 1 日以降に入会された会員に適用されます。

(3) 本規約は、付属書 1 に定める 4 つの会員区分（レジスタード／レギュラー／エグゼクティブ／ボード）の全ての

会員に適用されます。但し、レジスタード会員（無料会員）のみ、本規約の第 6 条第 1 項、同条第 4 項、同条第

5 項、同条第 6 項、第 7 条第 3 項、同条第 4 項、同条第 5 項及び第 8 条は適用外とします。

(4) 本規約において、「各年度」とは 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までを指します。

(5) 本規約の変更又は失効については、協会の幹事会の審議承認を得て実施されます。

２．会員の対象 

(1) 会員の対象は、「CC-Link ファミリー」技術を使用又はこれを検討する法人、又は対象製品を開発、製造、販売

及び／又は使用又はこれらを検討する法人とします。協会が特に認める場合を除き、個人で会員となることは

できません。

３．会員登録手続き 

(1) 入会に際しては、協会 HP よりお申込み下さい（https://www.cc-link.org/）。申し込みに対し、協会は審査を実

施し、入会の承認をする場合には「会員証明書」を発行し登録済み会員に配付します。申込者は、協会の「会員

証明書」の発行日から会員となります。

(2) 協会は、入会希望者の申し込みに対し、審査に必要な情報が不足している場合、申請内容に虚偽がある場合、

もしくは過去に会員規約違反などによって会員資格の取り消しが行われている場合等、協会の判断により入会

の承認をしないことがあります。

４．会員資格の有効期間と退会の手続き 

(1) 会員資格の有効期間は、前条の「会員証明書」の発行日から当該年度の 3 月末日までとします。会員資格満

了 3 ヶ月前までに会員から退会の申し出がない場合、会員資格は自動的に 1 年間延長されます。

(2) 会員の退会は、会員資格満了 3ヶ月前までの文書による協会への通知により成立します。この場合、既に協会

に支払われた会費等の金員については返却されません。

(3) 会員の資格及び/又は本規約の有効期間が如何なる理由で終了した場合でも、第 7 条第 1 項、同条第 2 項、

第 8 条、第 9 条、第 10 条第 2 項、同条第 3 項、同条第 4 項、第 11 条乃至第 15 条の規定は、当該有効期間

の終了後も引き続き有効とします。

５．会員資格の取消し 

(1) 会員は、以下の項目の一つに違反した場合は、会員資格を取り消されることがあります。この場合、既に協会に

支払われた会費等の金員については返却されません。また、会員資格を取り消されたことにより損害を生じても、

協会はこれを一切賠償しません。

① 本規約のいずれかに違反しているとき。

② 申請内容に虚偽があったことが判明したとき。

③ 会費・コンフォーマンステスト受験費用が協会により定められた期限に支払われないとき。

④ 会員が反社会的勢力であること又は反社会的勢力と密接な交際のあることが判明したとき。

６．会員が有する権利及び会員退会後も継続して有する権利 

(1) レギュラー会員以上（レギュラー、エグゼクティブ、ボード）の会員は、本条第 2 項乃至第 5 項の権利を行使して

対象製品を開発、製造及び販売する権利を有します。

(2) 会員は、協会が会員向けに作成した『「CC-Link ファミリー」仕様書』（以下『仕様書』といいます。）の提供を、協

https://www.cc-link.org/index.html）。申し込みに対し、協会は「会員登録証
https://www.cc-link.org/index.html）。申し込みに対し、協会は「会員登録証


会から無償で受ける権利を有します。 

(3)  会員は、仕様書及び仕様書に関わる関連技術情報（協会から開示される一切の技術情報であって、技術資料等

可視的な形態なものの他、口頭、その他の方法で開示されたものを含みます。以下仕様書と併せて『「CC-Linkフ

ァミリー」技術』と称します。）を、本規約の条件に従って使用する権利（レジスタード会員においては、仕様書の供

給を無償で受ける権利）を有します。なお、この権利には、会員から第三者への再使用許諾権は含まれません。 

(4)  レギュラー会員以上の会員は、「CC-Link ファミリー」技術を使用したものであって本規約第 7 条第 3 項に従っ

て合格認定を受けた自己の「CC-Link ファミリー」接続製品及び/又は開発ツールの販売にあたり、当該製品が

該当する「CC-Link ファミリー」の接続製品及び/又は開発ツールであることを説明する目的で、該当する「CC-

Link ファミリー」のロゴを、協会の別途指定した態様（表示方法及び表示箇所を含みますが、これに限定されな

いものとします）で、無償で表示することができます。この場合、会員は、当該会員の「CC-Link ファミリー」接続

製品及び/又は開発ツールの性能、品質等を協会が保証している、との誤解を生じない方法で該当する「CC-

Link ファミリー」のロゴを表示しなければなりません。 

なお、推奨配線部品及びツールに対する「CC-Link ファミリー」のロゴの扱いについては、付属書 2 の規定に依

ります。 

(5)  レギュラー会員以上の会員は、協会が作成する「CC-Link ファミリー」に関わるカタログ、インターネットホームペ

ージ等に、自己が開発、製造及び／又は販売する対象製品の名称や仕様を無償で掲載できます。但し、掲載

の方法、範囲、期間等については協会の規定に従うものとします。 

(6)  レギュラー以上の会員の退会及び／又は本規約の第 5条による会員資格の取消し（以下、「退会」と総称し、退

会しレギュラー会員以上の会員資格を失った法人又は個人を「退会者」と総称します）があった場合、当該退会

者は、退会の時点で本規約の本条第 1 項乃至第 5 項の権利を消失し、レギュラー会員以上の会員からレジス

タード会員への移行があった場合は、当該会員は、移行の時点で本規約の本条第 1 項、第 4 項、第 5 項の権

利を消失しますが、どちらの場合も、下記に相当する権利は継続して有するものとします。 

① 退会又はレジスタード会員への移行の時点で在庫している製品の販売 

② 退会又はレジスタード会員への移行の時点で既に製造又は販売が済んでいる製品に関連する「CC-Link

ファミリーのロゴの表示」 

 

７．会員が負うべき義務 

(1)  秘密保持 

①  会員は、協会が提供する「CC-Linkファミリー」技術を第三者に一切開示・漏洩しないものとします。但し、会

員が自己の下請メーカ等への「CC-Link ファミリー」技術の開示が必要な場合はその限りではありませんが、

その場合、会員は、当該下請メーカ等に本条本項及び第 2 項規定の義務と同等の義務を負わせるものと

し、当該下請メーカ等の一切の行為について当該下請メーカ等と共同して責任を負うものとします。 

②  前号の規定にかかわらず、以下の各号の一つに該当するものは前号の規定を適用しないものとします。 

A)  知得時にすでに公知であったもの 

B)  知得後会員の責に帰せざる事由により公知になったもの 

C)  知得したときに会員がすでに保有していたもの 

D)  技術情報に接することなく、会員が独自に開発したもの 

E)  技術情報に接することなく独自に開発した第三者から、守秘義務を負うことなく会員が適法に入手した

もの 

(2)  「CC-Link ファミリー」技術の使用 

①  会員は、「CC-Link ファミリー」技術を、「CC-Link ファミリー」上で使用される対象製品への組込みにのみ使

用するものとします。 

②  会員は、協会の書面による事前の承認がある場合を除き、「CC-Link ファミリー」技術（レジスタード会員に

あっては、「仕様書」）を複製、改変及び修正してはならないものとします。但し、会員が開発又は開発企画

での使用を目的として、自社内及び自社の下請メーカ等へ提供する場合の複製は、この限りではありませ

ん。 

③  会員は、自己が作成するカタログ、マニュアル、インターネットホームページ等に「CC-Link ファミリー」の名

称を表示する場合、協会が別途指定する態様（本規約第 6 条第 4 項に基づき協会が指定する態様、表示

方法及び表示箇所を含みますが、これに限定されないものとします。）に従うものとします。 

④  会員は、本規約に基づき協会より許諾される権利の全部または一部を第三者に譲渡、転貸し又は担保に

供する等その他の権利の目的としてはならないものとします。 

(3)  コンフォーマンステスト受験 

①  会員は、「CC-Link ファミリー」技術を用いた「CC-Link ファミリー」接続製品及び/又は開発ツールを開発し

た場合、販売等により第三者による使用を開始する前に、協会が実施するコンフォーマンステストを受験し

合格しなければなりません。 

②  コンフォーマンステスト受験の結果、協会規定の「CC-Link ファミリー」としての共通仕様を満たしていると協

会が判断した場合、協会は会員に対し、合格証を交付します。 



③  コンフォーマンステスト受験の結果、協会規定の「CC-Link ファミリー」としての共通仕様を満たさないと協会

が判断した当該製品について、会員が再受験を希望する場合は、新たに受験費用を支払う必要はありま

せん。 

④  コンフォーマンステストは、協会規定の「CC-Link ファミリー」としての共通仕様を満たしていることを協会が

確認するためのものであり、協会による当該コンフォーマンステストの合格認定は、会員の「CC-Link ファミ

リー」接続製品の性能、品質等を何ら協会が保証するものではありません。 

(4)  推奨配線部品試験 

①  会員は、「CC-Link ファミリー」技術を用いた推奨配線部品を開発した場合、販売等により第三者による使

用を開始する前に、協会が規定する推奨配線部品試験を受験することができます。 

②  推奨配線部品試験受験の結果、協会規定の推奨配線部品としての仕様を満たしていると協会が判断した

場合、協会は会員に対し、合格証を交付します。 

③  推奨配線部品試験受験の結果、協会規定の推奨配線部品としての仕様を満たさないと協会が判断した当

該製品について、会員が再受験を希望する場合は、新たに受験費用を支払う必要はありません。 

④  推奨配線部品試験は、協会規定の推奨配線部品としての仕様を満たしていることを協会が確認するため

のものであり、協会による当該推奨配線部品試験の合格証は、会員の推奨配線部品の性能、品質等を何

ら協会が保証するものではありません。 

(5)  ツール試験 

①  会員は、「CC-Link ファミリー」技術を用いたツールを開発した場合、販売等により第三者による使用を開始

する前に、協会が規定するツール試験を受験することができます。 

②  ツール試験受験の結果、協会規定のツールとしての仕様を満たしていると協会が判断した場合、協会は会

員に対し、合格証を交付します。 

③  ツール試験受験の結果、協会規定のツールとしての仕様を満たさないと協会が判断した当該製品について、

会員が再受験を希望する場合は、新たに受験費用を支払う必要はありません。 

④  ツール試験は、協会規定のツールとしての仕様を満たしていることを協会が確認するためのものであり、協

会による当該ツール試験の合格証は、会員のツールの性能、品質等を何ら協会が保証するものではあり

ません。 

(6)  安全保障輸出管理 

会員は、「CC-Link ファミリー」技術及び対象製品を輸出する場合、外国為替及び外国貿易法等を遵守しなけれ

ばなりません。また会員は、「CC-Link ファミリー」技術及び対象製品を大量破壊兵器等に使用等せず、又は

「CC-Linkファミリー」技術及び対象製品が大量破壊兵器等に使用等されることが判明しているもしくはそのおそ

れがある場合は直接・間接を問わず提供及び輸出してはならないものとします。 

(7)  個人情報保護 

① 会員は、協会より会員へ開示された個人情報を、協会が開示時に定める目的に必要な限りにおいて用い

るものとし、本目的以外のいかなる目的にも利用してはなりません。また協会より個人情報を提供された

会員は個人情報保護法に規定する個人情報取扱事業者としての義務及び協会が開示時に定める使用条

件を遵守するものとします。 

② 協会より会員へ提供した個人情報に関し、事故が発生し、またはその恐れがある場合は、会員は直ちに

協会に連絡するとともに、自らの責任と負担でこれに対処するものとします。 

 

８．会費及び支払い 

(1)  年会費 

①  初年度年会費 

会員は、初年度の年会費として、協会が発行する請求書に従い、以下の条件で協会へお支払いください。 

(i)  「会員証明書」の発行月が 4 月の会員： 

請求書発行月の翌月末までに、付属書１に定める各会員年会費を一括で協会へお支払いください。 

(ii)  「会員証明書」の発行月が 4 月以外の会員： 

請求書発行月の翌月末までに、付属書 1に定める月額に、「会員証明書」の発行月を含め当該年度の最

終月までの月数を乗じた金額を一括で協会へお支払いください。 

② 次年度以降の年会費 

会員は、次年度以降の年会費として、各年度の第一月に協会が発行する請求書に従い、付属書１に定める

各会員年会費を一括で協会へお支払いください。 

(2)  入会金（ボード会員のみに適用） 

ボード会員は、入会時に協会が発行する請求書に従い、請求書発行月の翌月末までに、付属書１に定める入

会金を一括でお支払いください。 

(3)  コンフォーマンステスト受験費用、推奨配線部品試験受験費用及びツール試験受験費用（ボード会員は適用外） 

会員は、コンフォーマンステスト受験費用、推奨配線部品試験受験費用及びツール試験受験費用として、付属



書１に定める受験費用を、協会の発行する請求書に従い、請求書発行月の翌月末までに、一括で協会へお支

払いください。但し、ボード会員については、コンフォーマンステストの受験費用、推奨配線部品試験受験費用及

びツール試験受験費用の支払の必要はありません。 

 

(4)  支払方法 

    本条に係る年会費、コンフォーマンステスト受験費用、推奨配線部品試験受験費用及びツール試験受験費用

は、下記の口座に振り込みください。 

<振込先> 

 三菱ＵＦＪ銀行 大曽根支店(普通) 

 口座番号：0102442 

 口座名義：シヤダンホウジン シーシーリンクキヨウカイ 

 

９．工業所有権 

会員が、協会の提供する「CC-Linkファミリー」技術に基づき新たに発明、考案、意匠等の創作を行った場合、当

該創作に基づく特許権及び意匠権（これらを受ける権利を含みます。）は当該創作を行った会員に帰属します。

なお、協会が当該特許権及び意匠権（これらを受ける権利を含みます。）の実施を必要とする場合、その権利の

取扱いについては当該創作を行った会員と協会とで協議するものとします。 

 

 

１０．保 証 

(1)  協会は、会員に対し、当該会員より提供希望を受けた時点で協会が保有する「CC-Link ファミリー」技術を現状

有姿の状態で提供し、「CC-Link ファミリー」技術に関し何等の保証も行いません。 

(2)  会員は、自己の責任において「CC-Link ファミリー」技術を使用するものとし、協会に損害を与えることのないも

のとします。協会は、「CC-Link ファミリー」技術を使用した会員の対象製品の性能、品質、安全性及び技術上、

経済上その他の事項（製造物責任を含みますが、これに限定されません。）につき、一切責任を負いません。 

(3)  本条の規定は、法律上の瑕疵担保責任を含む協会の責任のすべてを規定したものであって、前項を含め、協

会は法律上の請求原因の如何にかかわらず、本規約に係る一切の直接、間接、特別損害その他一切の損害

に関し、協会の予見の有無を問わず、一切の責任を負いません。 

(4)  会員は、「CC-Link ファミリー」技術を使用した自己の対象製品及び/又は当該対象製品の関連資料（提案書、

カタログ、マニュアル及びインターネットホームページを含みますがこれに限定されないものとします。）が、第三

者の工業所有権、著作権その他権利を侵害するものとして、当該第三者との間に紛争が生じた場合またはそ

のおそれがある場合は、会員は自己の責任と費用においてその解決にあたるものとします。 但し、協会が必

要と認めた場合、協会は情報提供等、可能な範囲で会員に協力します。 

 

１１．会員証明書 

会員は、「会員証明書」に記載してある会員名及び会員番号の管理、使用については責任をもつものとし、協会

に損害を与えないものとします。会員名と会員番号は、電話等での問い合わせ時における会員認識のための照

合事項ですので、使用上の過誤や第三者による不正使用に特に注意してください。 

なお、協会は会員名及び会員番号の使用上の過誤や第三者による不正使用については、一切責任を負わない

ものとします。 

 

１２．協会運営の決議機関 

協会運営の最高決議機関は「幹事会」とし、その運営については「CC-Link協会活動部会会則」に定めます。 

 

１３．合意管轄裁判所 

本規約に関して訴訟を提起する必要が生じた場合、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 

 

１４．協議事項 

本規約に定めなき事項及び本規約の各規定に疑義を生じた時は、協会と会員が誠意をもって協議のうえ解決

するものとします。本規約の明文の規定に反しない限り、協会は最終的な解釈権を有します。 

 

１５．協会の問い合わせ先 

協会の問い合わせ先及び営業時間は下記の通りとします。 

  (TEL) 052-919-1588、(FAX) 052-916-8655 

  (営業時間) 月曜日～金曜日 10:00～12:00、13:00～17:00 （協会休業日、土日を除く） 
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改定  2024 年 1 月 29 日  
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付属書１ 

「CC-Link協会会員資格」と「資格別の権利及び費用」 

     

 レジスタード 

会員 

レギュラー 

会員 

エグゼクティブ 

会員 

ボード 

会員 
備考 

「CC-Link ファミリー」仕様書の無償入手権利 権利あり 

 無償で提供 

 コンフォーマンステ

スト仕様書はレギ

ュラー会員以上入

手可 

「CC-Link ファミリー」接続製品、開発ツール、推奨配線

部品及びツールの開発、製造及び販売の権利 
権利なし 権利あり 

開発元及び／又は製

造元の会員の権利を

示すものであり、販売

店等における製品再

販を規制するもので

はありません。 

「CC-Link ファミリー」技術の使用権利 権利なし 権利あり  

「CC-Link ファミリー」ロゴの使用権利 権利なし *1 権利あり  

CLPA パートナー製品検索ツール、インターネットホーム

ページ等へ自社製品情報を掲載する権利 
権利なし 権利あり 無償で掲載 

年会費  *2 

（ ）内は途中入会月額 
不要（無料） 

10 万円 

（0.9 万円） 

20 万円 

（1.8 万円） 

100万円以上 

（8.4 万円） 

協会発行の請求書に

よる 

入会金  *2 不要（無料） 100万円 
協会発行の請求書に

よる 

コ ン フ ォ

ーマンス

テス ト料

金  *3 

(1 製品) 

CC-Link 

・リモートデバイス局 

・リモート I/O局 

・ケーブル 

・開発ツール 

該当せず 30 万円 20 万円 不要（無料） 

協会発行の請求書に

よる ・マネージャ/ローカル局 

・インテリジェントデバイス

局 

・開発ツール 

該当せず 40 万円 30 万円 不要（無料） 

CC-Link/LT 

・マネージャ局 

・リモート I/O局 

・ケーブル 

・開発ツール 

該当せず 30 万円 20 万円 不要(無料) 
協会発行の請求書に

よる 

CC-Link IE 

コントローラ 

ネットワーク 

・通常局 

・管理局 

・開発ツール 

該当せず 40 万円 30 万円 不要(無料) 
協会発行の請求書に

よる 

CC-Link IE 

フィールド 

ネットワーク 

・マネージャ/ローカル局 

・インテリジェントデバイス

局 

・リモートデバイス局 

・開発ツール 

該当せず 40 万円 30 万円 不要(無料) 
協会発行の請求書に

よる 

CC-Link IE 

フィールド 

ネットワーク 

Basic 

・マネージャ/リモート局 

・開発ツール 
該当せず 不要（無料） 不要（無料） 不要(無料) 

会員自身でテストツ

ールをダウンロード

の上、受験する 

CC-Link IE 

安全通信機

能 

・IESMAP 

・IESSLP 

・開発ツール 

該当せず 30 万円 20 万円 不要(無料) 
協会発行の請求書に

よる 

CC-Link IE 

TSN 

・マネージャ/ローカル局 

・リモート局 

・開発ツール 

該当せず 10 万円 5 万円 不要(無料) 
協会発行の請求書に

よる 

  

会員資格 
権利･費用 



 レジスタード 

会員 

レギュラー 

会員 

エグゼクティブ 

会員 

ボード 

会員 
備考 

推奨配線部

品試験料金 

*3 

(1 製品) 

CC-Link IE 

コントローラ 

ネットワーク 

・ケーブル 

・メディアコンバータ 

など 

該当せず 15 万円 10 万円 不要(無料) 
協会発行の請求書に

よる 

CC-Link IE 

フィールド 

ネットワーク 

・ケーブル 

・コネクタ 

・スイッチなど 

該当せず 15 万円 10 万円 不要(無料) 
協会発行の請求書に

よる 

CC-Link IE 

TSN 

・ケーブル 

・コネクタ 

・スイッチなど 

該当せず 10 万円 5 万円 不要(無料) 
協会発行の請求書に

よる 

ツール試験 

料金 *3 

(1 製品) 

CC-Link IE 

TSN 
・ソフトウエアなど 該当せず 10 万円  5 万円  不要（無料） 

協会発行の請求書に

よる 

*1  他パートナーの権利に抵触しない範囲でプロモーション用途限定でのロゴ使用を認める場合がある。 

*2  年会費、入会金は不課税。 

*3  コンフォーマンステスト料金、推奨配線部品試験料金、ツール試験料金は課税。表中の金額は税抜き。 

 

権利･費用 
会員資格 



付属書 2 
 

1. 推奨配線部品に対する「CC-Link ファミリー」ロゴの扱い 

(1) レギュラー会員以上（レギュラー、エグゼクティブ、ボード）の会員は、協会が別途定める推奨配線部品試験仕様

書に従って合格認定を受けた自己の推奨配線部品の販売にあたり、当該推奨配線部品が該当する「CC-Link フ

ァミリー」の推奨配線部品であることを説明する目的で、該当する「CC-Link ファミリー」のロゴを、協会の別途指

定した様態(表示方法および表示箇所を含みますが、これに限定されないものとします)で、無償で表示すること

ができます。この場合、会員は、当該会員の推奨配線部品の性能、品質等を協会が保証している、との誤解を生

じない方法で「CC-Link ファミリー」のロゴを表示しなければなりません。 

 

2. ツールに対する「CC-Link ファミリー」ロゴの扱い 

(1) レギュラー会員以上（レギュラー、エグゼクティブ、ボード）の会員は、協会が別途定めるツール試験仕様書に従

って合格認定を受けた自己のツールの販売にあたり、当該ツールが該当する「CC-Link ファミリー」のツールであ

ることを説明する目的で、該当する「CC-Link ファミリー」のロゴを、協会の別途指定した様態(表示方法および表

示箇所を含みますが、これに限定されないものとします)で、無償で表示することができます。この場合、会員は、

当該会員のツールの性能、品質等を協会が保証している、との誤解を生じない方法で「CC-Link ファミリー」のロ

ゴを表示しなければなりません。 


